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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 20 条 計測制御系統

施設」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき

事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。

２．本資料の構成

 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而）

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而）

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而）

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。
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別紙 
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：商業機密の観点から公開できない箇所



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年９月８日　Ｒ１

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/1 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/8 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/1 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 9/1 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 9/1 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 9/1 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

計測制御00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（計測制御）】

別紙
備考

(1/1) 4



令和３年９月１日 Ｒ０ 

別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（1 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（計測制御系統施設） 

第二十条 再処理施設には、

次に掲げる事項その他必要な

事項を計測し、制御する設備

が設けられていなければなら

ない。この場合において、当

該事項を計測する設備につい

ては、直接計測することが困

難な場合は間接的に計測する

設備をもって代えることがで

きる。計①，計⑧ 

4. 計測制御系統施設

4.1 設計基準対象の施設

4.1.1 計測制御設備

計測制御系統施設は，安全機能を有

する施設の健全性を確保するために必

要なパラメータを，再処理施設の運転

時，停止時及び運転時の異常な過渡変

化時においても想定される範囲内に制

御できるとともに，想定される範囲内

で監視できる設計とする。計①-1 

また，設計基準事故が発生した場合

の状況把握及び対策を講ずるために必

要なパラメータは，設計基準事故時に

想定される環境下において十分な測定

範囲及び期間にわたり監視できる設計

とする。計①-2 

 

 

 

 

設計基準事故時に状況を把握し，対

策を講ずるために必要なパラメータ

は，設計基準事故時においても確実に

記録され，及び当該記録が保存される

設計とする。計①-3 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造

(ｊ) 計測制御系統施設

再処理施設には，安全機能を有する施

設の健全性を確保するために必要なパラ

メータを制御，監視及び記録するため

に，計測制御系統施設を設ける設計とす

る。

計測制御系統施設は，再処理施設の運

転時，停止時及び運転時の異常な過渡変

化時において，安全機能を有する施設の

健全性を確保するために必要なパラメー

タを想定される範囲内に制御できるとと

もに，想定される範囲内で監視できる設

計とする。計①-1 

設計基準事故が発生した場合の状況を

把握し，及び対策を講ずるために必要な

パラメータは，設計基準事故時に想定さ

れる環境下において十分な測定範囲及び

期間にわたり監視できる設計とする。 

計①-2 

 

 

 

設計基準事故時に状況を把握し，対策

を講ずるために必要なパラメータは，設

計基準事故時においても確実に記録さ

れ，及び当該記録が保存される設計とす

る。計①-3 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.18 計測制御系統施設 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には、次に掲げる

ところにより、計測制御系統施設を設け

なければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確

保するために監視することが必要なパラ

メータは、運転時、停止時及び運転時の

異常な過渡変化時においても想定される

範囲内に制御できるものとすること。

二 前号のパラメータは、運転時、停止

時及び運転時の異常な過渡変化時におい

ても想定される範囲内で監視できるもの

とすること。

三 設計基準事故が発生した場合の状況

を把握し、及び対策を講じるために必要

なパラメータは、設計基準事故時に想定

される環境下において、十分な測定範囲

及び期間にわたり監視できるものとする

こと。

四 前号のパラメータは、設計基準事故

時においても確実に記録され、及び当該

記録が保存されるものとすること。

 適合のための設計方針 

第一号について 

核計装設備及び主要な工程計装設備に

おける安全機能を有する施設の健全性を

確保するため，核計装設備の臨界安全管

理の観点による，ガンマ線，中性子等の

放射線の測定，並びに主要な工程計装設

備による再処理施設の各施設の温度，圧

力，流量，液位，密度，濃度等を想定さ

れる範囲内に制御できる設計とする。 

計◇1  

第二号について 

 第一号のパラメータは，必要な対策を

講じ得るように，核計装設備，主要な工

程計装設備等により，想定される範囲内

で監視できる設計とする。計◇1  

第三号について 

 設計基準事故時においても，核計装設

備の臨界安全管理の観点による，ガンマ

計測制御系統施設 

2. 計測装置等

2.1 計測装置

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び重大事故等時における計測

計測制御系統施設は，炉心，原子炉冷

却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器

バウンダリ並びにこれらに関する系統の

健全性を確保するために監視することが

必要なパラメータを，通常運転時及び運

転時の異常な過渡変化時においても想定

される範囲内で監視できる設計とする。 

設計基準事故が発生した場合の状況把

握及び対策を講じるために必要なパラメ

ータは，設計基準事故時に想定される環

境下において十分な測定範囲及び期間に

わたり監視できるとともに，発電用原子

炉の停止及び炉心の冷却に係るものにつ

いては，設計基準事故時においても 2 種

類以上監視又は推定できる設計とする。 

炉心における中性子束密度を計測する

ため，原子炉内に設置した検出器で起動

領域，出力領域の 2つの領域に分けて中

性子束を計測できる設計とする。 

炉周期は起動領域計装の計測結果を用

いて演算できる設計とする。 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並

びに放射性物質の閉じ込めの機能の状況

を監視するために必要なパラメータは，

設計基準事故時においても確実に記録

し，保存できる設計とする。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の設置許可基準規則 第二十三条第１項第四号の「発電用原子炉の停止及び炉心の冷却に係るものについて

は、設計基準事故時においても 2 種類以上監視し、又は推定できるものとすること。」という記載に対する展開であ

り，再処理施設の事業許可基準規則 第十八条には設計基準事故時においても 2 種類以上監視し，又は推定できるも

のとすることの記載がなく要求が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では中性子束密度

を 2つの領域に分けて計測

すること，炉周期につい

て説明しており，設備構

成に差異があるため。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針における許可の記載からの内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等 

【凡例】
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（2 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

一 ウランの精製施設に供給

される溶液中のプルトニウム

の濃度 計② 

二 液体状の中性子吸収材を

使用する場合にあっては、そ

の濃度 計③ 

三 使用済燃料溶解槽内の温

度 計④ 

四 蒸発缶内の温度及び圧力

計⑤ 

五 廃液槽の冷却水の流量及

び温度 計⑥ 

また，記録は

制御室の監視制御盤から帳票として出

力し保存できる設計とする。計②，計

③，計④，計⑤，計⑥，計⑧

 

 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備

(１) 核計装設備の種類

安全機能を有する施設の健全性を確

保するため，臨界安全管理の観点か

ら，ガンマ線，中性子等の放射線を測

定し，運転監視・制御を行うととも

に，安全を確保するための警報等を発

する核計装設備を設置する。核計装設

備で測定するパラメータは，再処理施

設の運転時，停止時及び運転時の異常

な過渡変化時においても想定される範

囲内に制御できるとともに，想定され

る範囲内で監視できる設計とする。ま

た，設計基準事故時に想定される環境

下において十分な測定範囲及び期間に

わたり監視できる設計とする。核計装

設備を以下に示す。計□1  

使用済燃料の受入れ施設の燃料仮置

きピットに，使用済燃料集合体の燃焼

度及び平均濃縮度を測定する燃焼度計

測装置を設置する。計□1  

分離施設の分配設備のプルトニウム

洗浄器の中性子の計数率を測定し，警

報を発する中性子検出器を設置する。

また，分配設備のプルトニウム洗浄器

のアルファ線の計数率を測定し，警報

を発するアルファ線検出器を設置す

る。計□1  

精製施設のプルトニウム精製設備の

プルトニウム洗浄器のアルファ線の計

数率を測定し，警報を発するアルファ

線検出器を設置する。計② 

(３) 主要な工程計装設備の種類

(ⅰ) 設計基準対象の施設

安全機能を有する施設の健全性を確

保するため，再処理施設の各施設の温

度・圧力・流量・液位・密度・濃度等

を測定し，運転監視・制御を行うとと

もに，安全を確保するための警報等を

発する工程計装設備を設置する。工程

計装設備で測定するパラメータは，再

処理施設の運転時，停止時及び運転時

の異常な過渡変化時においても想定さ

れる範囲内に制御できるとともに，想

定される範囲内で監視できる設計とす

る。また，設計基準事故時に想定され

る環境下において十分な測定範囲及び

期間にわたり監視できる設計とする。

主要な工程計装設備を以下に示す。 

計□2  

線，中性子等の放射線の測定，並びに主

要な工程計装設備による再処理施設の各

施設の温度，圧力，流量，液位，密度，

濃度等は，設計基準事故時に想定される

環境下において，十分な測定範囲及び期

間にわたり監視できる設計とする。計◇1  

第四号について 

 設計基準事故時においても，核計装設

備の状態を監視するために必要なガンマ

線，中性子等の放射線の測定，並びに主

要な工程計装設備による再処理施設の各

施設の状態を監視するために必要な温

度，圧力，流量，液位，密度，濃度等の

パラメータは，事象の経過後において参

照できるよう，確実に記録され，及び当

該記録が保存される設計とする。計◇1  

6. 計測制御系統施設

6.1 設計基準対象の施設

6.1.1 概要

 計測制御系統施設は，計測制御設備，

安全保護回路，制御室及び制御室換気設

備で構成する。計◇1  

計測制御設備は，再処理施設の運転

時，停止時及び事故時の監視及び制御の

ための設備である。計◇1  

安全保護回路は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合

に，その異常状態を検知し，運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故の拡大防

止又は抑制のための設備の作動を速やか

に，かつ，自動で開始する設備である。 

計◇4  

 制御室は，再処理施設の運転の状態を

集中的に監視及び制御するため，中央制

御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を設置する。計◇7  

制御室換気設備は，適切な換気及び空

調を行うための設備である。計◇7  

6.1.2 計測制御設備 

6.1.2.1 概要  

 計測制御設備は，再処理施設の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，せん断

処理施設，溶解施設，分離施設，精製施

設，脱硝施設，酸及び溶媒の回収施設，

製品貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設

及びその他再処理設備の附属施設の計測

制御系で構成する。また，各々の計測制

御系は，核計装設備及び工程計装設備で

設計基準対象施設として，炉心におけ

る中性子束密度を計測するための計測装

置，原子炉圧力容器の入口及び出口にお

ける流量を計測するための主蒸気流量及

び給水流量を計測する装置，原子炉圧力

容器内の水位を計測するための原子炉水

位及び原子炉水位（広帯域）を計測する

装置，原子炉格納容器内の圧力，温度及

び可燃性ガスの濃度を計測するためのド

ライウェル圧力，サプレッション・チェ

ンバ圧力，ドライウェル雰囲気温度，サ

プレッション・チェンバ雰囲気温度，格

納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃

度を計測する装置を設け，これらの計測

装置は計測結果を中央制御室に表示でき

る設計とする。また，計測結果を記録

し，及び保存できる設計とする。

制御棒の位置を計測する装置並びに原

子炉圧力容器の入口及び出口における圧

力及び温度を計測するための給水圧力，

給水温度，主蒸気圧力及び主蒸気温度を

計測する装置を設け，これらの計測装置

は計測結果を中央制御室に表示できる設

計とする。また，記録はプロセス計算機

から帳票として出力し保存できる設計と

する。 

原子炉冷却材の不純物の濃度は，試料

採取設備により断続的に試料を採取し分

析を行い，測定結果を記録し，及び保存

する。 

計③④⑤（P3から） 

計⑥⑧（P4から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設において必要

なパラメータが異なっており，設

備構成に差異があるため。 

【許可からの変更点等】 

事業許可基準規則 第十八条第四号の「設

計基準事故時においても確実に記録され、

及び当該記録が保存されるものとするこ

と。」の要求事項に対する基本設計方針を

記載しており，要求事項に対する設計を明

確にしている。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（3 / 25） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
２ 再処理施設には、その設

備の機能の喪失、誤操作そ

の他の要因により再処理施

設の安全性を著しく損なう

おそれが生じたとき、次条

第二号の放射性物質の濃度

若しくは同条第四号の外部

放射線に係る原子力規制委

員会の定める線量当量が著

しく上昇したとき又は液体

状の放射性廃棄物の廃棄施

設から液体状の放射性物質

が著しく漏えいするおそれ

が生じたときに、これらを

確実に検知して速やかに警

報する設備が設けられてい

なければならない。計⑦ 

再処理施設の設備の機能の喪失，誤

操作その他の要因により再処理施設の

安全性を著しく損なうおそれが生じた

とき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄

施設から液体状の放射性物質が著しく

漏えいするおそれが生じたときに，こ

れらを確実に検知して速やかに警報

（漏えい液受皿の集液溝の液位高）を

発する装置を設置する設計とする。 

計⑦ 

 

 

 

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プ

ールの水位を測定し，警報を発する水

位計を設置する。計□2  

せん断処理施設のせん断機のせん断

刃位置を測定し，警報を発する検出器

を設置する。計□2  

溶解施設の溶解槽への供給硝酸の流

量を測定し警報を発する流量測定装置

を設置する。また，溶解槽の溶解液温

度及び溶解液密度を測定し警報を発す

る温度測定装置及び密度測定装置を設

置する。また，清澄機の振動を測定

し，警報を発する振動測定装置を設置

する。計④ 

分離施設の抽出塔に供給する溶解液

供給流量を測定し，警報を発する流量

測定装置を設置する。計□2  

精製施設のウラン濃縮缶の加熱蒸気

の温度を測定し，警報を発する温度測

定装置を設置する。計□2  

脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備還元炉の還元ガス水素濃度

を測定し，警報を発する水素濃度測定

装置を設置する。計□2  

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気の温

度を測定し，警報を発する温度測定装

置を設置する。計⑤ 

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸気の圧

力を測定し，警報を発する圧力測定装

置を設置する。計⑤ 

製品貯蔵施設のウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器台車

等の運転制御装置を設置する。計□2

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液処理設備高レベル濃縮廃液貯槽の廃

液の温度を測定し，警報を発する温度

測定装置を設置する。計□2  

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備の固化セル移送台車

上の流下ガラスの重量を測定し，警報

を発する重量計を設置する。計□2  

その他再処理設備の附属施設の安全

圧縮空気系の空気貯槽圧力を測定し，

警報を発する圧力測定装置を設置す

る。計□2  

溶解施設の溶解槽への供給硝酸の可

溶性中性子吸収材濃度を測定し，警報

を発する濃度測定装置を設置する。 

計③ 

構成する。計◇3  

核計装設備は，臨界安全の観点から安

全上重要な施設であって，ガンマ 線，

アルファ線，中性子の計数率等を測定

し，警報等を発する設備である。計◇3

核計装設備においては，検出器に封入

して又は検出器の校正用に少量の核燃料

物質を使用する。また，核計装設備は，

検出器の校正に放射性同位元素及び使用

済燃料集合体を使用する。 

計◇3  

工程計装設備は，各施設の温度，圧

力，流量，液位，密度等を測定し，通常

監視及び制御を行う設備である。そのう

ち，各施設の核，熱及び化学的制限値を

維持するために必要な計測制御系統及び

各施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系統は，異常状態を検知し，

警報，工程停止信号等を発する安全上重

要な施設である。計◇3  

6.1.2.2 設計方針 

(１) 計測制御設備は，運転時，停止時

及び運転時の異常な過渡変化時にお

いて施設の運転状態を想定される範

囲内で監視及び制御できる設計とす

る。計◇1

(２) 計測制御設備は，可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用する設計と

する。計◇5

(３) 計測制御設備のうち安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，動的機器の単一

故障を仮定しても安全が確保できる

よう多重性又は多様性を有するとと

もに，電気的・物理的な独立性を有

する設計とする。計◇6

(４) 計測制御設備は，安全保護回路と

の部分的共用によって安全保護回路

が有する安全機能を損なうことのな

い設計とする。計◇4

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，その健全

性及び能力を確認するため，安全機

能の重要度及び設備の特性に応じ，

運転中又は停止中に試験又は検査が

できる設計とする。計◇8

(６) 計測制御設備のうち安全上重要な

施設の計測制御系は，外部電源系統

2.2 警報装置等 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施

設の機械又は器具の機能の喪失，誤操作

その他の異常により発電用原子炉の運転

に著しい支障を及ぼすおそれが発生した

場合（中性子束，温度，圧力，流量等の

プロセス変数が異常値になった場合，発

電用原子炉施設の安全性に関連する設備

が動作した場合等）に，これらを確実に

検出して自動的に警報（原子炉水位低又

は高，原子炉圧力高，中性子束高等）を

発信する装置を設けるとともに，表示ラ

ンプの点灯及びブザー鳴動等により運転

員に通報できる設計とする。

発電用原子炉並びに原子炉冷却系統に

係る主要な機械又は器具の動作状態を正

確，かつ迅速に把握できるようポンプの

運転停止状態及び弁の開閉状態等を表示

灯により監視できる設計とする。 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2. 警報装置等

流体状の放射性廃棄物を処理し，又は

貯蔵する設備から流体状の放射性廃棄物

が著しく漏えいするおそれが発生した場

合（床への漏えい又はそのおそれ（数滴

程度の微少漏えいを除く。））を早期に

検出するよう，タンクの水位，漏えい検

知等によりこれらを確実に検出して自動

的に警報（機器ドレン，床ドレンの容器

又はサンプの水位）を発信する装置を設

けるとともに，表示ランプの点灯及びブ

ザー鳴動等により運転員に通報できる設

計とする。 

また，タンク水位の検出器，インター

ロック等の適切な計測制御設備を設ける

ことにより，漏えいの発生を防止できる

設計とする。

放射性廃棄物を処理し，又は貯蔵する

設備に係る主要な機械又は器具の動作状

態を正確，かつ迅速に把握できるようポ

ンプの運転停止状態及び弁の開閉状態等

を表示灯により監視できる設計とする。

計⑦（P10,11,13～

16,18～22から） 

計④（P2へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計⑤（P2へ） 

計⑤（P2へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計③（P2へ） 

（放射線管理施設） 

第二十一条 工場等には、

次に掲げる事項を計測する

放射線管理施設が設けられ

ていなければならない。こ

の場合において、当該事項

を直接計測することが困難

な場合は、これを間接的に

計測する施設をもって代え

ることができる。 

二 放射性廃棄物の排気口

又はこれに近接する箇所に

おける排気中の放射性物質

の濃度 

四 管理区域における外部

放射線に係る原子力規制委

員会の定める線量当量、空

気中の放射性物質の濃度及

び放射性物質によって汚染

された物の表面の放射性物

質の密度 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，再処理施設ともに設計基準

対象施設の設備の機能喪失，誤操作お

よびその他の要因によって安全性を著

しく損なうおそれが生じたときに警報

することの設計方針は同様であるが，

設備構成に差異があるため。

・発電炉，再処理施設ともに液体状の

放射性物質が著しく漏えいするおそれ

が生じたときに警報することの設計方

針は同様であるが，設備構成に差異が

あるため。

・発電炉の技術基準規則 第四十七条

の解釈の「警報する装置とは、表示ラ

ンプ点灯だけでなく同時にブザー鳴動

等を行うこと。」という記載に対する

展開であり，再処理施設の技術基準規

則 第二十条には警報する装置が表示

ランプの点灯及びブザー鳴動を行うこ

との記載が無く要求が異なるため。

【許可からの変更点等】 

技術基準規則 第二十条第 2項の要求事項

に対する基本設計方針を記載しており，要

求事項に対する設計を明確にしている。 （発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四十七

条第 3 項「発電用原子炉施設に

は、発電用原子炉並びに一次冷却

系統及び放射性廃棄物を処理し、

又は貯蔵する設備に係る主要な機

械又は器具の動作状態を表示する

装置を施設しなければならな

い。」という記載に対する展開で

あり，再処理施設の技術基準規則 

第二十条には設備の動作状態を表

示する装置を施設することの記載

がなく要求が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四十七

条第 3 項「発電用原子炉施設に

は、発電用原子炉並びに一次冷却

系統及び放射性廃棄物を処理し、

又は貯蔵する設備に係る主要な機

械又は器具の動作状態を表示する

装置を施設しなければならな

い。」という記載に対する展開で

あり，再処理施設の技術基準規則 

第二十条には設備の動作状態を表

示する装置を施設することの記載

がなく要求が異なるため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（4 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液混合槽及び供給液槽廃液温度を測定

し，警報を発する温度測定装置を設置

する。計⑥ 

精製施設の凝縮器の出口冷却水流量

を測定し，警報を発する流量測定装置

を設置する。計⑥ 

精製施設のプルトニウム濃縮缶の缶

内液位を測定し，警報を発する液位測

定装置を設置する。計⑧ 

 

の機能喪失時及び一般圧縮空気系の

機能喪失時にも，安全機能が確保で

きる設計とする。計◇6  

(７) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，それらの

安全機能を健全に維持するための適

切な保守及び修理ができる設計とす

る。計◇8  

(８) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，設計基準

事故が発生した場合の状況を把握

し，対策を講ずるために必要なパラ

メータを，設計基準事故時に想定さ

れる環境下において，十分な測定範

囲及び期間にわたり監視（記録を含

む。）できる設計とする。当該記録

は適切な保存を行う。計◇1  

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健

全性を確保するために必要なパラメ

ータを監視するための設備及び再処

理施設の安全性を確保するために必

要な操作を行うことができる設備を

分離施設，精製施設その他必要な施

設に設ける設計とする。計◇1  

 

(10) 計測制御設備のうち使用済燃料の

受入れ及び貯蔵の安全確保及び運転

操作上必要な計測制御系は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。計◇9  

(11) 安全上重要な施設と同等の信頼性

を維持する施設とした計測制御設備

（核計装設備，工程計装設備）は，

安全上重要な施設への波及的影響防

止をし，多重化による高い信頼性を

確保して既に設置され運用している

経緯を踏まえ，安全上重要な施設の

計測制御設備と同等の信頼性を維持

する設計とする。計◇6  

 

 

6.1.2.3 主要設備の仕様 

 計測制御設備の仕様を第 6.1.2－１

表，第 6.1.2－２表及び第 6.1.2－３表

に示す。計◇2  

また，主要な計測制御系の系統概要図

を第 6.1.2－１図～第 6.1.2－23 図に示

す。計◇2  

なお，計測制御設備のうち使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の

放射線管理施設 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施

設の機械又は器具の機能の喪失，誤操作

その他の異常により発電用原子炉の運転

に著しい支障を及ぼすおそれが発生した

場合（原子炉建屋原子炉棟内の放射能レ

ベルが設定値を超えた場合，主蒸気管又

は空気抽出器排ガス中の放射能レベルが

設定値を超えた場合等）に，これらを確

実に検出して自動的に警報（原子炉建屋

放射能高，主蒸気管放射能高等）を発信

する装置を設ける。 

 

排気筒の出口又はこれに近接する箇所

における排気中の放射性物質の濃度，管

理区域内において人が常時立ち入る場所

その他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。 

 

上記の警報を発信する装置は，表示ラ

ンプの点灯及びブザー鳴動等により運転

員に通報できる設計とする。 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

使用済燃料プールの水温の著しい上昇

又は使用済燃料プールの水位の著しい低

下の場合に，これらを確実に検出して自

動的に中央制御室に警報（使用済燃料プ

ール水温高又は使用済燃料プール水位

低）を発信する装置を設けるとともに，

表示ランプの点灯及びブザー鳴動等によ

り運転員に通報できる設計とする。 

 

 

 

計⑥（P2へ） 

 

 

計⑥（P2へ） 

 

 

計⑧（P2へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射線管理施設に対する要

求事項は当社では再処理施

設の技術基準規則第二十一

条の基本設計方針に記載す

るため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四十七

条第 2 項「発電用原子炉施設に

は、使用済燃料貯蔵槽の水温の著

しい上昇又は使用済燃料貯蔵槽の

水位の著しい低下を確実に検知

し、自動的に警報する装置を施設

しなければならない。ただし、発

電用原子炉施設が、使用済燃料貯

蔵槽の水温の著しい上昇又は使用

済燃料貯蔵槽の水位の著しい低下

に自動的に対処する機能を有して

いる場合は、この限りでない。」

という記載に対する展開であり，

再処理施設の技術基準規則 第二

十条には使用済燃料貯蔵槽の水温

の著しい上昇又は水位の著しい低

下を確実に検知し，自動的に警報

する装置を施設することの記載が

なく要求が異なるため。 

9



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（5 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
廃棄施設及びその他再処理設備の附属施

設の計測制御系は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用できる。計◇9  

 

6.1.2.4 主要設備 

 計測制御設備は，再処理施設の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，せん断

処理施設，溶解施設，分離施設，精製施

設，脱硝施設，酸及び溶媒の回収施設，

放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処

理設備の附属施設の計測制御系で構成す

る。また，各々の計測制御系は，ガンマ

線，アルファ線及び中性子の計数率を測

定し，監視及び制御を行う核計装設備並

びに温度，圧力，流量，液位，密度，濃

度，位置等のプロセス量を測定し，監視

及び制御を行う工程計装設備で構成す

る。計◇3  

なお，核計装設備においては，計測の

ために少量の核燃料物質を封入した検出

器を使用する。また，核計装設備は，検

出器の校正に放射性同位元素及び使用済

燃料集合体を使用する。 

計◇3  

計測制御設備は，可能な限り難燃性ケ

ーブルを使用し，ケーブルトレイ及び電

線管は，金属材料を主体に使用する。ま

た，その他の構成品も可能な限り不燃性

又は難燃性材料を使用する。計◇5  

ただし，燃焼度計測装置の一部に使用

する放射線測定器用のケーブルについ

て，専用電線管に収納し，電線管外部か

らの酸素の供給防止のため，両端は耐火

性を有するシール材で処置するととも

に，機器との接続部においては可動性を

持たせる必要があることから，不燃性，

遮炎性，耐久性及び被覆性の確認された

防火シートで覆う設計とすることで，十

分な保安水準を確保する設計とする。 

計◇5  

計測制御設備のうち安全上重要な施設

の安全機能を維持するために必要な計測

制御系は，各々，多重化又は多様化した

回路で構成し，その多重化又は多様化し

た回路は，相互干渉が起こらないよう

に，電源及びケーブルトレイを２系統に

分離し，電気的・物理的な独立性を持た

せる。計◇6  

計測制御設備は，安全保護回路と検出

器，変換器等を共用する場合には，計測

制御設備の故障により安全保護回路が有
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
する安全機能に影響を与えないように，

アイソレータ及び継電器を用いて計測制

御設備と分離する。計◇4  

計測制御設備のうち安全機能を有する

施設の計測制御系は，その健全性及び能

力を確認するため，安全機能の重要度及

び設備の特性に応じ，必要に応じて試験

回路を設け，運転中又は停止中に試験又

は検査を行う。計◇8  

計測制御設備のうち安全機能を有する

施設の計測制御系は，それらの安全機能

を健全に維持するための適切な保守及び

修理ができる設計とする。計◇8  

計測制御設備のうち安全機能を有する

施設の計測制御系は，設計基準事故が発

生した場合の状況を把握し，対策を講ず

るために必要なパラメータを，設計基準

事故時に想定される環境下において，十

分な測定範囲及び期間にわたり監視（記

録を含む。）できる設計とする。計◇1  

計測制御設備のうち安全上重要な施設

の安全機能を維持するために必要な計測

制御系は，外部電源系統の機能喪失時に

も，その安全機能が確保できるようその

他再処理設備の附属施設の非常用所内電

源系統に接続する。計◇6  

また，安全上重要な施設の安全機能を

維持するために必要な計測制御系に，圧

縮空気を供給する必要がある場合は，外

部電源系統の機能喪失時にも，その安全

機能が確保できるようその他再処理設備

の附属施設の非常用所内電源系統に接続

した安全圧縮空気系から圧縮空気を供給

する。計◇6  

計測制御設備のうち必要な耐震性を持

たせることが困難な分離施設のプルトニ

ウム洗浄器のアルファ線検出器及び精製

施設のプルトニウム洗浄器のアルファ線

検出器は，故障警報を設けるとともに警

報を検知し運転員が工程を停止する回路

を設ける設計とする。計◇3  

なお，計測制御設備のうち使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の

廃棄施設及びその他再処理設備の附属施

設の計測制御系は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用できる。計◇9  

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の計測制御系 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の計測制御系は，使用済燃料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（7 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
受入れ設備の計測制御系及び使用済

燃料貯蔵設備の計測制御系で構成す

る。計◇3  

ａ．使用済燃料受入れ設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

   使用済燃料受入れ設備の計測制御

系の核計装設備である燃焼度計測装

置は，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設並びに溶解施設の臨界安全

管理のために，平均濃縮度の測定を

行う。また，燃焼度計測装置の校正

及び検査の際には，標準線源及び燃

料貯蔵プールに貯蔵した使用済燃料

集合体を用いる。計◇3  

   燃焼度計測装置は，電離箱，ゲル

マニウム半導体検出器及び核分裂計

数管で構成され，２系列の燃料仮置

きピットにそれぞれ設置し，使用済

燃料集合体１体ごとに燃焼度及び平

均濃縮度を測定する。電離箱は，使

用済燃料集合体の軸方向に多数個配

置し，グロスガンマ線強度の分布を

測定する。また，ゲルマニウム半導

体検出器及び核分裂計数管は，使用

済燃料集合体の中央部に複数設置

し，特定のエネルギのガンマ線の強

度及び主に自発核分裂核種から放出

される中性子を測定する。燃焼度計

測装置は，これら多様化した測定方

法により得られる測定結果から燃焼

度及び平均濃縮度を求める。燃焼度

計測装置の校正及び検査は，標準線

源及び使用済燃料集合体を用いて適

切な校正を行うことにより信頼性を

確保する 。
（１）

計◇3  

(ｂ) 工程計装 

燃料取出しピット及び燃料仮置き

ピットには，漏えい検知装置を設置

し，漏えい時には使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報

を発する。計◇3  

ｂ．使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

   使用済燃料貯蔵設備の計測制御系

は，燃料貯蔵プールの水位及び水温

を測定し，水位低又は温度高で使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室に警報を発する。計◇3  

燃料貯蔵プール及び燃料送出しピ

ットには，漏えい検知装置を設置

し，漏えい時には使用済燃料の受入
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報

を発する。計◇3  

(２) せん断処理施設の計測制御系 

せん断処理施設の計測制御系は，

燃料供給設備の計測制御系及びせん

断処理設備の計測制御系で構成する

計◇3  

ａ．燃料供給設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．光学的読み取り装置により，使用済

燃料集合体番号を読み取り，異常のあ

る場合は中央制御室に警報を発する。

計◇3  

ⅱ．燃料横転クレーンによる使用済燃料

集合体のつり上げ，横転及びせん断機

への供給を制御する。計◇3  

ｂ．せん断処理設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．溶解施設の溶解槽のバケット１個当

たりの燃料装荷量が所定量を超えない

よう，せん断機においてせん断する使

用済燃料集合体の送り出し長さ及びせ

ん断刃位置を測定し，せん断機のせん

断速度及びせん断長さを制御する。 

計◇3  

また，エンドピース酸洗浄槽に有意

量の核燃料物質が入らないよう，せん

断機においてせん断する使用済燃料集

合体の送り出し長さ及びせん断刃位置

を測定し，エンドピースせん断位置を

制御する。計◇3  

せん断機は，溶解槽のホイールの停

止位置確認信号及びホイールのロック

位置確認信号によりせん断を行う。 

計◇3  

ⅱ．せん断機においてせん断する使用済

燃料集合体のエンドピースせん断位置

異常，せん断刃位置異常，燃料せん断

長位置異常により，警報を発するとと

もにせん断停止信号を発する。計◇3  

これらのせん断停止のための検出器

及びインターロック回路は，二重化す

る。計◇3  

ⅲ．せん断機のせん断停止回路（せん断

停止系含む。）は安全保護回路であ

り，計測制御設備のせん断位置の異常

等による停止の他に，溶解槽の溶解液

温度，溶解液密度等の異常信号，エン

ドピース酸洗浄槽の洗浄液温度，洗浄

液密度等の異常信号を受け，せん断停

止信号を発するインターロックと共用
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
する。計◇3 ,計◇4  

(３) 溶解施設の計測制御系 

   溶解施設の計測制御系は，溶解設

備の計測制御系及び清澄・計量設備

の計測制御系で構成する。計◇3  

ａ．溶解設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．溶解槽は，せん断終了信号を受け，

所定の溶解時間を経過した後，溶解槽

のホイールを回転させ，１バケット分

回転したことを確認してせん断開始信

号を発する。計◇3  

ⅱ．溶解槽の溶解液温度，溶解液密度及

び槽内圧力を測定し，温度低，密度高

又は圧力高で中央制御室に警報を発す

る。溶解液温度低下がさらに大きい場

合又は溶解液密度上昇がさらに大きい

場合は，せん断停止信号を発する。こ

れらのうち溶解液温度及び溶解液密度

によるせん断停止のための検出器及び

インターロック回路は，二重化する。

計◇3  

ⅲ．溶解槽に供給する硝酸の流量を制御

し，流量低で中央制御室に警報を発す

る。供給硝酸流量低下がさらに大きい

場合は，せん断停止信号を発する。せ

ん断停止のための検出器及びインター

ロック回路は，多様化する。計◇3  

ⅳ．硝酸調整槽の硝酸密度を測定し，中

央制御室に指示する。計◇3  

ⅴ．硝酸供給槽の硝酸密度を測定し，密

度低で中央制御室に警報を発し，硝酸

密度低下がさらに大きい場合は，せん

断停止信号を発する。せん断停止のた

めの検出器及びインターロック回路

は，二重化する。計◇3  

ⅵ．可溶性中性子吸収材を使用する運転

時には，溶解槽に供給する硝酸中の可

溶性中性子吸収材濃度を硝酸供給槽に

て測定し，濃度低で中央制御室に警報

を発する。計◇3  

ⅶ．可溶性中性子吸収材緊急供給槽の液

位を測定し，液位低で中央制御室に警

報を発し，液位低下がさらに大きい場

合は，せん断停止信号を発する。せん

断停止のための検出器及びインターロ

ック回路は，二重化する。計◇3  

ⅷ．第１よう素追出し槽及び第２よう素

追出し槽の溶解液密度を測定し，密度

高で中央制御室に警報を発する。検出

器及び警報器は，二重化する。計◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（10 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ⅸ．エンドピース酸洗浄槽の洗浄液密度

を測定し，密度高で中央制御室に警報

を発し，洗浄液密度上昇がさらに大き

い場合は，せん断停止信号を発する。

せん断停止のための検出器及びインタ

ーロック回路は，二重化する。計◇3  

ⅹ．エンドピース酸洗浄槽の洗浄液温度

を測定し，温度低で中央制御室に警報

を発し，洗浄液温度低下がさらに大き

い場合は，せん断停止信号を発する。

せん断停止のための検出器及びインタ

ーロック回路は，二重化する。計◇3  

ⅺ．エンドピース酸洗浄槽への供給硝酸

密度を測定し，密度低で中央制御室に

警報を発し，供給硝酸密度低下がさら

に大きい場合は，せん断停止信号を発

する。せん断停止のための検出器及び

インターロック回路は，二重化する。

計◇3  

ⅻ．エンドピース酸洗浄槽への供給硝酸

流量を制御し，流量低で中央制御室に

警報を発し，供給硝酸流量低下がさら

に大きい場合は，せん断停止信号を発

する。せん断停止のための検出器及び

インターロック回路は，二重化する。

計◇3  

ⅹⅲ．主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位を

測定し，液位高で中央制御室に警報を

発する。 これらのうち溶解槽セル及

び放射性配管分岐第１セルの漏えい液

受皿の検出器及び警報器は，二重化す

る。計⑦ 

 

ｂ．清澄・計量設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．清澄機の振動及び軸受温度を測定

し，振動大及び温度高で中央制御室に

警報を発する。計◇3  

 

ⅱ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 これらのうち中継槽セル，清

澄機セル，計量・調整槽セル，計量後

中間貯槽セル及び放射性配管分岐第４

セルの漏えい液受皿の検出器及び警報

器は，二重化する。計⑦ 

(４) 分離施設の計測制御系 

   分離施設の計測制御系は，分離設

備の計測制御系，分配設備の計測制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（11 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
御系及び分離建屋一時貯留処理設備

の計測制御系で構成する。計◇3  

ａ．分離設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．補助抽出器の中性子の計数率を測定

し，計数率高で中央制御室に警報を発

し，中性子の計数率上昇がさらに大き

い場合，工程停止信号を発する。工程

停止のための検出器及びインターロッ

ク回路は，二重化する。（安全上重要

な施設と同等の信頼性を維持する施

設）計◇3  

 

(ｂ) 工程計装 

ⅰ．抽出塔に供給する溶解液流量を測定

し，流量高で中央制御室に警報を発

し，溶解液流量上昇がさらに大きい場

合，溶解液の送液停止信号を発する。

送液停止のための検出器及びインター

ロック回路は，二重化する。（安全上

重要な施設と同等の信頼性を維持する

施設）計◇3  

ⅱ．抽出塔に供給する有機溶媒流量を測

定し，流量低で中央制御室に警報を発

し，有機溶媒流量低下がさらに大きい

場合，工程停止信号を発する。工程停

止のための検出器及びインターロック

回路は，二重化する。（安全上重要な

施設と同等の信頼性を維持する施設）

計◇3  

ⅲ．第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液

密度を測定し，密度高で中央制御室に

警報を発し，洗浄廃液密度上昇がさら

に大きい場合，工程停止信号を発す

る。工程停止のための検出器及びイン

ターロック回路は，二重化する。（安

全上重要な施設と同等の信頼性を維持

する施設）計◇3  

ⅳ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 なお，溶解液中間貯槽セル，

溶解液供給槽セル，抽出塔セル，抽出

廃液受槽セル，抽出廃液供給槽セル及

び放射性配管分岐第２セルの漏えい液

受皿の検出器及び警報器は，二重化す

る。計⑦ 

ⅴ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給す

る洗浄用硝酸濃度を制御及び指示し，

濃度が低下した場合には，中央制御室

に警報を発する。計◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（12 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ⅵ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給す

る洗浄用硝酸流量を指示し，流量が低

下した場合には，中央制御室に警報を

発する。計◇3  

ｂ．分配設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．プルトニウム洗浄器の中性子の計数

率を測定し，計数率高で中央制御室に

警報を発する。なお，中性子の計数率

上昇がさらに大きい場合，工程停止信

号を発するインターロック回路は安全

保護回路とする。計◇3 ,計◇4  

ⅱ．プルトニウム洗浄器のアルファ線の

計数率を測定し，計数率高で中央制御

室に警報を発する。検出器及び警報器

は，二重化する。また，アルファ線検

出器は耐震性を持たせることが困難な

ため，故障警報を設けるとともに，警

報を検知し，運転員が工程を停止する

回路を設ける設計とする。計◇3  

(ｂ) 工程計装 

ⅰ．プルトニウム分配塔に供給するウラ

ナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液の

流量を制御する。流量が低下した場合

には，中央制御室に警報を発する。 

計◇3  

ⅱ．プルトニウム洗浄器に供給するヒド

ラジンを含む硝酸溶液の流量を制御

し，流量が低下した場合には，中央制

御室に警報を発する。計◇3  

 

ⅲ．ウラン逆抽出器内の溶液温度を測定

し，溶液温度が異常に上昇した場合に

は，中央制御室に警報を発するととも

に逆抽出用硝酸の供給停止信号を発す

る。計◇3  

ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱

交換器出口の凝縮液温度を制御し，凝

縮液温度が異常に上昇した場合には，

中央制御室に警報を発する。計◇3  

ⅴ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制

御することにより加熱蒸気の温度を調

整する。計◇3  

ⅵ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測

定し，温度高で中央制御室に警報を発

する。なお，加熱蒸気温度上昇がさら

に大きい場合，ウラン濃縮缶への加熱

蒸気の遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気

発生器への一次蒸気の遮断信号を発す

るインターロック回路は，安全保護回

路とする。計◇3 ,計◇4  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（13 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ⅶ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を

測定し，圧力高又は液位低で中央制御

室に警報を発するとともに，ウラン濃

縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮

断信号を発する。 また，缶内密度を

測定し，密度高で中央制御室に警報を

発する。計◇3  

ⅷ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 なお，プルトニウム洗浄器セ

ルの漏えい液受皿の検出器及び警報器

は，二重化する。計⑦ 

 

ｃ．分離建屋一時貯留処理設備の計測制

御系 

 

(ａ) 工程計装 

   主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警

報を発する。 なお，分離建屋一時

貯留処理第１セル及び分離建屋一時

貯留処理第２セルの漏えい液受皿の

検出器及び警報器は，二重化する。

計⑦ 

(５) 精製施設の計測制御系 

   精製施設の計測制御系は，ウラン

精製設備の計測制御系，プルトニウ

ム精製設備の計測制御系及び精製建

屋一時貯留処理設備の計測制御系で

構成する。計◇3  

ａ．ウラン精製設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶

液温度が異常に上昇した場合には，中

央制御室に警報を発するとともに逆抽

出用硝酸の供給停止信号を発する。 

計◇3  

ⅱ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制

御することにより加熱蒸気の温度を調

整する。計◇3  

ⅲ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測

定し，温度高で中央制御室に警報を発

し，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい

場合は，ウラン濃縮缶への加熱蒸気の

遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発生器

への一次蒸気の遮断信号を発する。 

計◇3  

ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱

交換器出口の凝縮液温度を制御し，凝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（14 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
縮液温度が異常に上昇した場合には中

央制御室に警報を発する。計◇3  

ⅴ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を

測定し，圧力高又は液位低で中央制御

室に警報を発するとともに，ウラン濃

縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮

断信号を発する。 また，缶内密度を

測定し，密度高で中央制御室に警報を

発する。計◇3  

ⅵ．ウラナス製造器に供給する水素ガス

流量を制御し，ウラナス製造器の水素

ガス圧力を測定し，圧力高で中央制御

室に警報を発するとともに，水素ガス

の供給停止信号を発する。また，ウラ

ナス製造器に供給する硝酸ウラニル溶

液の流量を測定し，流量低で中央制御

室に警報を発するとともに，硝酸ウラ

ニル溶液の供給停止信号を発する。 

計◇3  

ⅶ．第１気液分離槽から洗浄塔へ移送す

る未反応の水素ガス圧力を制御し，流

量を測定し，圧力高又は流量高で中央

制御室に警報を発する。計◇3  

ⅷ．洗浄塔に供給する空気流量を測定

し，流量低で中央制御室に警報を発す

るとともに，窒素ガスの供給信号を発

する。計◇3  

ⅸ．第２気液分離槽へ供給する窒素ガス

流量を測定し，流量低で中央制御室に

警報を発する。計◇3  

ⅹ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。計⑦ 

ｂ．プルトニウム精製設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．プルトニウム洗浄器の有機溶媒のア

ルファ線の計数率を測定し，計数率高

で中央制御室に警報を発する。検出器

及び警報器は，二重化する。また，ア

ルファ線検出器は耐震性を持たせるこ

とが困難なため，故障警報を設けると

ともに，警報を検知し，運転員が工程

を停止する回路を設ける設計とする。

計◇3  

(ｂ) 工程計装 

ⅰ．加熱用の温水の流量を調節すること

により逆抽出塔に供給する有機溶媒，

ＨＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液

並びに逆抽出液の温度を制御する。 

計◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（15 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ⅱ．逆抽出塔内の溶液温度を測定し，温

度高で中央制御室に警報を発する。な

お，溶液温度上昇がさらに大きい場

合，供給する有機溶媒，ＨＡＮ及びヒ

ドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出

液の加熱用の温水の遮断信号を発する

インターロック回路は安全保護回路と

する。計◇3 ,計◇4  

ⅲ．プルトニウム洗浄器に供給するヒド

ラジンを含む硝酸溶液の流量を制御

し，流量が低下した場合には，中央制

御室に警報を発する。計◇3  

ⅳ．加熱用の温水の流量を調節すること

により，ウラン逆抽出器に供給する硝

酸溶液の温度を制御する。計◇3  

ⅴ．ウラン逆抽出器内の温度を測定し，

温度高で中央制御室に警報を発すると

ともに，供給する硝酸溶液の加熱用の

温水の遮断信号を発する。計◇3  

ⅵ．プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び

密度を測定及び制御し，圧力高又は密

度高で中央制御室に警報を発するとと

もに，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気発

生器への一次蒸気の遮断信号を発す

る。 また，缶内液位を測定し，液位

低で中央制御室に警報を発するととも

に，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気発生

器への一次蒸気の遮断信号を発する。

計◇3  

ⅶ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の圧

力を制御することにより加熱蒸気の温

度を調整する。計◇3  

ⅷ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の温

度を測定し，温度高で中央制御室に警

報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇

がさらに大きい場合，プルトニウム濃

縮缶への加熱蒸気の遮断及びプルトニ

ウム濃縮缶蒸気発生器への一次蒸気の

遮断信号を発するインターロック回路

は，安全保護回路とする。計◇3 ,計◇4  

ⅸ．注水槽の液位を指示し，液位低で中

央制御室に警報を発する。検出器及び

警報器は，二重化する。（安全上重要

な施設と同等の信頼性を維持する施

設）計◇3  

ⅹ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 これらのうちプルトニウム精

製塔セル，プルトニウム濃縮缶供給槽

セル，油水分離槽セル，プルトニウム
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（16 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
濃縮液受槽セル，プルトニウム濃縮液

一時貯槽セル，プルトニウム濃縮液計

量槽セル及び放射性配管分岐第１セル

の漏えい液受皿の検出器及び警報器

は，二重化する。計⑦ 

ⅺ．凝縮器の出口冷却水流量を測定し，

流量低で中央制御室に警報を発する。

計◇3  

ⅻ．凝縮器の出口廃ガス温度を測定し，

温度高で中央制御室に警報を発する。

計◇3  

 

ｃ．精製建屋一時貯留処理設備の計測制

御系 

(ａ) 工程計装 

   主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警

報を発する。計⑦ 

(６) 脱硝施設の計測制御系 

   脱硝施設の計測制御系は，ウラン

脱硝設備の計測制御系及びウラン・

プルトニウム混合脱硝設備の計測制

御系で構成する。計◇3  

ａ．ウラン脱硝設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．脱硝塔外壁の温度を測定し，脱硝塔

の外部ヒータの出力を制御することに

より温度を調整する。計◇3  

ⅱ．脱硝塔内の温度を測定し，温度が異

常に低下した場合，硝酸ウラニル濃縮

液の供給停止信号を発する。この供給

停止のための検出器及びインターロッ

ク回路は，二重化する。計◇3  

ⅲ．脱硝塔内の圧力を測定し，圧力が異

常に上昇した場合，脱硝塔運転停止信

号を発する。計◇3  

ⅳ．脱硝塔内の流動層レベルを測定し，

流動層レベルが異常に上昇した場合，

硝酸ウラニル濃縮液の供給停止信号を

発する。計◇3  

ⅴ．ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置

を検出し，ＵＯ３粉末の充てん起動信

号を発する。この充てん起動のための

検出器及びインターロック回路は，二

重化する。計◇3  

ⅵ．液体状の放射性物質を取り扱う主要

機器の床に設置した漏えい液受皿の集

液溝の液位を測定し，液位高で中央制

御室に警報を発する。計⑦ 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（17 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．脱硝装置内のウラン・プルトニウム

混合脱硝粉体の白熱を温度計及び照度

計を用いて検出して脱硝の終了を確認

したのち，温度高により脱硝皿取扱装

置の起動の条件信号を発するととも

に，照度高によりシャッタの起動の条

件信号を発する。この脱硝皿取扱装置

及びシャッタの起動のための検出器及

びインターロック回路は，温度計と照

度計により多様化する。計◇3  

ⅱ．脱硝皿内のウラン・プルトニウム混

合脱硝粉体の空気輸送終了を検出し，

秤量器による空脱硝皿の重量を確認し

た後，脱硝皿取扱装置の起動信号を発

する。この脱硝皿取扱装置の起動のた

めの検出器及びインターロック回路

は，多様化する。計◇3  

ⅲ．焙焼炉の加熱ヒータ部の温度を測定

し，加熱ヒータを制御する。なお，温

度が異常に上昇した場合に，加熱停止

の信号を発するインターロック回路

は，安全保護回路とする。計◇3 ,計◇4  

ⅳ．還元炉の加熱ヒータ部の温度を測定

し，加熱ヒータを制御する。なお，温

度が異常に上昇した場合に，加熱停止

の信号を発するインターロック回路

は，安全保護回路とする。計◇3 ,計◇4  

ⅴ．還元炉に供給する還元用窒素・水素

混合ガス（以下では「還元ガス」とい

う｡）中の水素濃度を測定し，水素濃

度が異常に上昇した場合には，濃度高

で警報を発する。なお，この警報とと

もに還元ガスの供給停止の信号を発す

るインターロック回路は，安全保護回

路とする。計◇3 ,計◇4  

ⅵ．保管容器の充てん定位置を検知し，

ＭＯＸ粉末の充てん起動信号を発す

る。この充てん起動のための検出器及

びインターロック回路は，二重化す

る。計◇3  

ⅶ．粉末缶の充てん定位置を検知し，Ｍ

ＯＸ粉末の充てん起動信号を発する。

この充てん起動のための検出器及びイ

ンターロック回路は，二重化する。 

計◇3  

ⅷ．粉末缶の質量を秤量器により確認

し，粉末缶払出装置の起動信号を発す

る。この粉末缶払出装置起動のための

検出器及びインターロック回路は，二
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（18 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
重化する。計◇3  

ⅸ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 これらのうち硝酸プルトニウ

ム貯槽セル，混合槽セル及び一時貯槽

セルの漏えい液受皿の検出器及び警報

器は，二重化する。計⑦ 

(７) 酸及び溶媒の回収施設の計測制御

系 

酸及び溶媒の回収施設の計測制御

系は，酸回収設備の計測制御系及び

溶媒回収設備の計測制御系で構成す

る。計◇3  

ａ．酸回収設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．蒸発缶の加熱蒸気の圧力を制御する

ことにより加熱蒸気の温度を調整す

る。計◇3  

ⅱ．第１酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の

圧力を測定し，圧力高により中央制御

室に警報を発する。計◇3  

ⅲ．第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の

温度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発する。なお，加熱蒸気温度上

昇がさらに大きい場合，蒸発缶への加

熱蒸気の遮断及び蒸発缶加熱蒸気発生

器への一次蒸気の遮断信号を発するイ

ンターロック回路は，安全保護回路と

する。計◇3 ,計◇4  

ⅳ．第１酸回収系及び第２酸回収系の精

留塔の圧力及び液位並びに蒸発缶の液

位を測定し，精留塔の圧力高又は液位

低並びに蒸発缶の液位低により中央制

御室に警報を発するとともに，加熱蒸

気の遮断信号を発する。計◇3  

ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。計⑦ 

ｂ．溶媒回収設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．温水加熱している第１洗浄器及び第

３洗浄器内の溶液の温度を測定し，温

度高で中央制御室に警報を発するとと

もに，加熱用の温水の供給停止信号を

発する。計◇3  

ⅱ．第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔の系統内

の圧力を測定し，圧力が異常に上昇し

た場合には，不活性ガス（窒素）注入

信号を発するとともに有機溶媒の供給
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（19 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
停止及び加熱蒸気の遮断信号を発す

る。計◇3  

ⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。計⑦ 

 

(８) 放射性廃棄物の廃棄施設の計測制

御系 

   放射性廃棄物の廃棄施設の計測制

御系は，気体廃棄物の廃棄施設の計

測制御系，液体廃棄物の廃棄施設の

計測制御系及び固体廃棄物の廃棄施

設の計測制御系で構成する。計◇3  

 

ａ．気体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備の

計測制御系 

(ⅰ) 溶解槽内圧力を制御し，圧力高で

中央制御室に警報を発する。検出器

及び警報器は，二重化する。計◇3  

(ⅱ) 排風機の回転数を測定し，回転数

低で中央制御室に警報を発する。 

計◇3  

(ⅲ) ミストフィルタ，高性能粒子フィ

ルタ及びよう素フィルタの差圧を測

定する。計◇3  

(ⅳ) ＮＯｘ吸収塔出口側の廃ガスの温

度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発する。計◇3  

(ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制

御する。計◇3  

 

 (ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に

設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に

警報を発する。計⑦ 

ⅱ．塔槽類廃ガス処理設備の計測制御系 

(ⅰ) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋

（プルトニウム系），ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋の塔槽類廃ガス

処理設備の洗浄塔入口圧力を制御

し，圧力高で中央制御室に警報を発

する。検出器及び警報器は，二重化

する。計◇3  

 

(ⅱ) 排風機の回転数，排風機の入口側

圧力又は排風機の入口・出口間差圧

を測定し，回転数低，圧力高又は差

 

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（20 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
圧低で中央制御室に警報を発する。

計◇3  

(ⅲ) 高性能粒子フィルタ及びよう素フ

ィルタの差圧を測定する。計◇3  

(ⅳ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制

御する。計◇3  

 

(ⅴ) 主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警

報を発する。計⑦ 

ⅲ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備の計測制御系 

(ⅰ) ガラス溶融炉内部の気相圧力を制

御し，圧力高で中央制御室に警報を

発する。検出器及び警報器は，二重

化する。計◇3  

(ⅱ) 排風機の入口側圧力を測定し，圧

力高で中央制御室に警報を発する。

計◇3  

(ⅲ) ミストフィルタ，ルテニウム吸着

塔，高性能粒子フィルタ及びよう素

フィルタの差圧を測定する。計◇3  

(ⅳ) 廃ガス洗浄器出口側の廃ガスの温

度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発する。計◇3  

(ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制

御する。計◇3  

 

(ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警

報を発する。計⑦ 

ⅳ．換気設備の計測制御系 

(ⅰ) ミストフィルタ（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備のミストフィ

ルタのみ）及び高性能粒子フィルタ

の差圧を測定する。計◇3  

 

ｂ．液体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．高レベル廃液濃縮缶の圧力を制御す

る。計◇3  

ⅱ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧

力を制御することにより加熱蒸気の温

度を調整する。計◇3  

ⅲ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温

度を測定し，温度高で中央制御室に警

報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇

がさらに大きい場合，高レベル廃液濃

縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（21 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
廃液濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸

気の遮断信号を発するインターロック

回路は，安全保護回路とする。計◇3 ,

計◇4  

ⅳ．高レベル廃液濃縮缶の凝縮器の排気

側出口温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。なお，出口温度

上昇がさらに大きい場合，高レベル廃

液濃縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レ

ベル廃液濃縮缶加熱蒸気発生器への一

次蒸気の遮断信号を発するインターロ

ック回路は，安全保護回路とする。 

計◇3 ,計◇4  

ⅴ．高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣

廃液貯槽及び高レベル廃液共用貯槽の

廃液温度を測定し，温度高で中央制御

室に警報を発する。計◇3  

 

ⅵ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 これらのうち高レベル廃液供

給槽セル，高レベル濃縮廃液貯槽セ

ル，高レベル濃縮廃液一時貯槽セル，

不溶解残渣廃液貯槽セル，不溶解残渣

廃液一時貯槽セル及び高レベル廃液共

用貯槽セルの漏えい液受皿の検出器及

び警報器は，二重化する。計⑦ 

ｃ．固体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．固化セル移送台車上に多重に設けた

重量計により，固化セル移送台車上の

流下ガラスの質量を中央制御室に指示

する。計◇3  

ⅱ．ガラス溶融炉の溶融ガラスをガラス

固化体容器に注入する際には，所定質

量値で注入停止信号を発し，所定質量

値よりも質量がさらに増加した場合に

は，中央制御室に警報を発する。な

お，所定質量値で注入停止信号を発す

るインターロック回路は安全保護回路

とする。さらに安全保護回路による質

量上限でガラスの流下が停止しなかっ

た場合は質量上限警報を中央制御室に

発する。計◇3 ,計◇4  

ⅲ．ガラス溶融炉とガラス固化体容器と

の結合装置圧力が所定の値でない場合

及び固化セル移送台車位置が所定の位

置にない場合，インターロックにより

流下ノズルの加熱を停止する。これら

のうち，結合装置圧力による加熱停止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（22 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
のための検出器及びインターロック回

路は，二重化する。計◇3  

ⅳ．高レベル廃液混合槽及び供給液槽の

廃液の温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。計◇3  

ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 なお，固化セル及び高レベル

廃液混合槽セルの漏えい液受皿の検出

器及び警報器は，二重化する。計⑦ 

(９) その他再処理設備の附属施設の計

測制御系 

ａ．安全圧縮空気系の水素掃気用空気貯

槽及び計装用空気貯槽の圧力を測定

し，圧力低で中央制御室に警報を発す

る。この検出器及び警報器は，二重化

する。計◇3  

ｂ．水素掃気用希釈空気流量を測定し，

流量低で中央制御室に警報を発する。

計◇3  

ｃ．安全冷却水系の冷却水循環ポンプの

運転状態を監視し，故障を検知して，

中央制御室に警報を発する。この検知

装置及び警報器は，各々のポンプに各

１式設置する。計◇3  

ｄ．冷却対象機器からの放射性物質の漏

えい検知のために安全冷却水系の冷却

水の放射線レベルを測定し，放射線レ

ベル高で中央制御室に警報を発する。

計◇3  

ｅ．安全蒸気系のボイラの運転状態を監

視し，故障を検知して，中央制御室に

警報を発する。検知装置及び警報器

は，各々のボイラに各１式設置する。

計◇3  

(10) その他の計測制御設備 

   再処理施設の各施設は，その他に

も計測制御設備を設け指示，警報及

び制御を行う。計◇3  

 

 

6.1.2.5 試験・検査 

  安全機能を有する施設の計測制御系

は，安全機能の重要度及び設備の特性

に応じて，運転中又は停止中に行う計

器の点検及び保守により機能，性能の

維持を行う。計◇8  

計測制御設備のうち安全上重要な施

設の安全機能を維持するために必要な

計測制御系は，その健全性及び能力を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計⑦（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（23 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
確認するため，設備の特性に応じ，定

期的な警報装置の作動確認，インター

ロックの作動確認並びに計器の点検及

び保守により機能，性能の維持を行

う。また，必要に応じて試験回路を設

け，運転中又は停止中に試験又は検査

を実施する。計◇8  

安全機能を有する施設の計測制御系

のうち，「1.7.7 安全機能を有する

施設の設計」に示す安全上重要な施設

から安全機能を有する施設に分類を変

更した「6.1.2.4 主要設備」の安全

上重要な施設と同等の信頼性を維持す

る施設については，安全上重要な施設

への波及的影響防止をし，多重化によ

る高い信頼性を確保して設置され運用

している経緯を踏まえ，安全上重要な

施設と同等の信頼性を維持する観点か

ら，定期的な警報装置の作動確認，イ

ンターロックの作動確認並びに計器の

点検及び保守により機能，性能の維持

を行う。計◇6  

 

 

6.1.2.6 評  価 

(１) 計測制御設備は，運転時，停止時

及び運転時の異常な過渡変化時にお

いて施設運転状態を想定される範囲

内で監視及び制御できる。計◇1  

(２) 計測制御設備は，可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用する設計と

しているので火災を防止できる。 

計◇5  

(３) 計測制御設備のうち安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，多重性又は多様

性を有するとともに，電気的・物理

的な独立性を有する設計としている

ので，動的機器の単一故障を仮定し

てもその安全機能が確保できる。 

計◇6  

(４) 計測制御設備は，アイソレータ及

び継電器を用いて安全保護回路と分

離する設計としているので，安全保

護回路との部分的共用によって安全

保護回路の安全機能を損なうことは

ない。計◇4  

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，その健全

性及び能力を確認するため，安全機

能の重要度及び設備の特性に応じ，
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（24 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
必要に応じて試験回路を設ける設計

としているので，運転中又は停止中

に試験又は検査を実施できる。計◇8  

(６) 計測制御設備のうち安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，その他再処理設

備の附属施設の非常用所内電源系統

に接続する設計としているので，外

部電源系統の機能喪失時にも，安全

機能が確保できる。計◇6  

また，安全上重要な施設の安全機

能を維持するために，必要な計測制

御系に圧縮空気を供給する必要があ

る場合は，外部電源系統の機能喪失

時にも，その安全機能が確保できる

ようその他再処理設備の附属施設の

非常用所内電源系統に接続した安全

圧縮空気系から圧縮空気を供給する

設計としているので，安全機能を確

保できる。計◇6  

(７) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，それらの

安全機能を健全に維持するための適

切な保守及び修理ができる設計とし

ているので適切な保守及び修理が実

施できる。計◇8  

(８) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，設計基準

事故が発生した場合の状況を把握

し，対策を講ずるために必要なパラ

メータを，設計基準事故時に想定さ

れる環境下において，十分な測定範

囲及び期間にわたり監視（記録を含

む。）できる設計としているので安

全機能を確保できる。当該記録は適

切に保存を行うため，事象の経過後

においても参照できる。計◇1  

 

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健

全性を確保するために必要なパラメ

ータを監視するための設備及び再処

理施設の安全性を確保するために必

要な操作を行うことができる設備を

分離施設，精製施設及びその他必要

な施設に設ける設計としているので

適切な監視及び制御が実施できる。

計◇1  

(10) 計測制御設備のうち使用済燃料の

受入れ及び貯蔵の安全確保及び運転

操作上必要な計測制御設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（25 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
できる。計◇9  

(11) 安全上重要な施設と同等の信頼性

を維持する施設とした計測制御設備

（核計装設備,工程計装設備）は，

安全上重要な施設への波及的影響防

止をし，多重化による高い信頼性で

設計すること及び当該施設を継続的

に維持するための管理を行うことに

より，安全上重要な施設の計測制御

設備と同等の信頼性を維持できる。

計◇6  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十条（計測制御系統施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

計○1  計測，制御に関する設計方針 技術基準の要求を受けている内容 
１・

－ 
－ － 

計② 

ウランの精製施設に供給される溶

液中のプルトニウムの濃度に関す

る設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 
１・

１ 
－ － 

計③ 

 

液体状の中性子吸収材を使用する

場合にあっては，その濃度に関す

る設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 
１・

２ 
－ － 

計④ 
使用済燃料溶解槽内の温度に関す

る設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

１・

３ 
－ － 

計⑤ 
蒸発缶内の温度及び圧力に関する

設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

１・

４ 
－ － 

計⑥ 
廃液槽の冷却水の流量及び温度に

関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

１・

５ 
－ － 

計⑦ 

再処理施設の設備の機能の喪失，

誤操作その他の要因により再処理

施設の安全性を著しく損なうおそ

れが生じたとき，液体状の放射性

廃棄物の廃棄施設から液体状の放

射性物質が著しく漏えいするおそ

れが生じたときに，これらを確実

に検知して速やかに警報する設備

を設けることに関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 
２・

－ 
－ － 

計⑧ 
機器内の溶液の液位に関する設計

方針 
技術基準の要求を受けている内容 

１・

－ 
－ － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

計□1  核計装設備の種類に関する項目 

技術基準規則第二十条第１項第一号～第五号及び事業

許可基準規則の解釈第 18 条第１項第六号の設備以外

の核計装設備は，基本設計方針の「計①」に記載。 

－ 

計□2  
主要な工程計装設備の種類に関す

る項目 

技術基準規則第二十条第１項第一号～第五号及び事業

許可基準規則の解釈第 18 条第１項第六号の設備以外

の工程計装設備は，基本設計方針の「計①」に記載。 

－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

計◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文又は添付書類内の記載と重複

する内容である。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

計◇2  設備仕様 仕様表にて記載する。 － 

計◇3  主要設備の個別記載 

技術基準規則第二十条第１項第一号～第五号及び事業

許可基準規則の解釈第 18 条第１項第六号の設備以外

の主要設備は，基本設計方針の「計①」及び仕様表に記

載。 

－ 

計◇4  
他条文との重複記載 

（安全保護回路） 

技術基準規則第二十二条「安全保護回路」にて整理す

る。 
－ 

計◇5  
他条文との重複記載 

（火災等による損傷の防止） 

技術基準規則第十一条「火災等による損傷の防止」に

て整理する。 
c 

計◇6  
他条文との重複記載 

（安全上重要な施設） 

技術基準規則第十五条「安全上重要な施設」にて整理

する。 
b 

計◇7  
他条文との重複記載 

（制御室等） 
技術基準規則第二十三条「制御室等」にて整理する。 a 

計◇8  
他条文との重複記載 

（安全機能を有する施設） 

技術基準規則第十六条「安全機能を有する施設」にて

整理する。 
b 

計◇9  
再処理設備本体運転開始の先立ち

使用に関すること 
先行運用に関わる記載は基本設計方針に記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－１－３ 制御室及び緊急時対策所に関する説明書 

Ⅵ－１－３－１ 制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書 

b 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

c 添付Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御系統施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

4.　計測制御系統施設
4.1　設計基準対象の施設
4.1.1　計測制御設備

計測制御系統施設は，安全機能を有する施設の健全性を確保するために必要なパラメータを，再
処理施設の運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御で
きるとともに，想定される範囲内で監視できる設計とする。

機能要求② 計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
また，設計基準事故が発生した場合の状況把握及び対策を講ずるために必要なパラメータは，設
計基準事故時に想定される環境下において十分な測定範囲及び期間にわたり監視できる設計とす
る。

設置要求 計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3
設計基準事故時に状況を把握し，対策を講ずるために必要なパラメータは，設計基準事故時にお
いても確実に記録され，及び当該記録が保存される設計とする。

設置要求 計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4

また，記録は制御室の監視制御盤から帳票として出力し保存できる設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5

再処理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処理施設の安全性を著しく損なう
おそれが生じたとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏え
いするおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速やかに警報（漏えい液受皿の集液溝の
液位高）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
基本方針
設計方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

【計測制御設備の設計方針】
計測制御設備については、既認可より変更がない事から、説明書
における説明対象外。

添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（E施設共用関連）第１Ｇｒ

Ⅳ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警
報動作範囲に関する説明書
Ⅵ-1-2-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する
装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関
する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設の計測制御設
備，制御室）より変更無し

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御系統施設）

別紙２

1

4.　計測制御系統施設
4.1　設計基準対象の施設
4.1.1　計測制御設備

計測制御系統施設は，安全機能を有する施設の健全性を確保するために必要なパラメータを，再
処理施設の運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御で
きるとともに，想定される範囲内で監視できる設計とする。

機能要求②

2
また，設計基準事故が発生した場合の状況把握及び対策を講ずるために必要なパラメータは，設
計基準事故時に想定される環境下において十分な測定範囲及び期間にわたり監視できる設計とす
る。

設置要求

3
設計基準事故時に状況を把握し，対策を講ずるために必要なパラメータは，設計基準事故時にお
いても確実に記録され，及び当該記録が保存される設計とする。

設置要求

4

また，記録は制御室の監視制御盤から帳票として出力し保存できる設計とする。

機能要求②
設置要求

5

再処理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処理施設の安全性を著しく損なう
おそれが生じたとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏え
いするおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速やかに警報（漏えい液受皿の集液溝の
液位高）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― △ 計測制御設備 計測制御設備 ― ―
・名称
・計測範囲

― ― ― ― ― △ ― 計測制御設備 ― ― ―

― ― ― ― ― △ ― 計測制御設備 ― ― ―

― ― ― ― ― △ ― 計測制御設備 ― ―
・名称
・検出器の種類
・計測範囲

― ― ― ― ― △ ― 計測制御設備 ― ―
・名称
・警報動作範囲

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要建屋SA設備等）

凡例

Ⅳ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書
Ⅵ-1-2-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び
漏えいを監視する装置の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説
明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統
施設の計測制御設備，制御室）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明
する。
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙３ 
 

 

 

基本設計方針の添付書類への展開 
 

※本別紙は追而とする。 
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
 

※本別紙は追而とする。 
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 

 

 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※本別紙は追而とする。 
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙６ 
 

 

 

変更前記載事項の 
既工認等との紐づけ 

 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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